
小規模事業者持続化補助金<一般型・創業型> 

 

〇本補助金の公式HPにて、「第20回一般型」・「第4回創業型」の公募要領が公開されました。 

○申請受付開始は、2026年11月5日（木）です。 

〇申請受付開始後、「事業支援計画書（様式4）」の発行受付を開始いたします。 

【「様式4」発行受付締切り】：2026年12月4日（金）17時 

※「様式４」は、即日発行はできません。申請書類の記載内容を確認させていただいた上で、 

申請書に記載のメールアドレス宛に発行いたします。 

 

〇申請手続きの前に、公式HPの「公募要領」などを必ずご確認ください。 

 公式HP：小規模事業者持続化補助金＜一般型＞サイト  

公式HP：小規模事業者持続化補助金＜創業型＞サイト 

 

なお、ご不明点については、下記補助金事務局へお問い合わせください。 

①商工会議所地区小規模事業者持続化補助金＜一般型＞についてのお問合せ 

    電話番号：▶補助金の審査、申請等に関する窓口 03-6634-9307 

▶申請システムの操作に関する窓口  03-6636-5410 

    受付時間：9:00～12:00､13:00～17:00 土日祝日、年末年始を除く 

 

②商工会議所地区小規模事業者持続化補助金＜創業型＞についてのお問合せ 

    電話番号：03-6739-3890 

    受付時間：9:00～12:00､13:00～17:00 土日祝日、年末年始を除く 

 

〇申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。 

申請に必要なGビズID「プライムアカウント」を事前に取得しておいてください。 

GビズID「プライムアカウント」の取得、詳細についてはこちらをご覧ください。 

【ＧビズＩＤのお問い合わせ先】 

   電話番号：0570-023-797  事務局HP：ＧビズＩＤ事務局サイト 

   受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く） 

https://r6.jizokukahojokin.info/
https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/
https://gbiz-id.go.jp/top/


〇名古屋商工会議所では、管轄地域（名古屋市内／守山区と大高地区以外の緑区を除く）で事業を 

営む小規模事業者の方々を対象に、「事業支援計画書（様式 4）の発行並びに申請に関するご相談

を行っております。」 

申請をご検討されている方、事業計画の策定でお困りの方は、以下ボタンから予約サイトに 

アクセスしてください。 

ご予約はこちら （※HPから経営相談オンライン予約を選択してください）

 
【小規模事業者持続化補助金 事業概要】 

 小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、  

その取組と併せて行う業務効率化（生産性向上）の取組を支援するため、それに要する経費の 

一部を補助するものです。 

【補助率・補助上限等】  

補助率 
２／３ 

（賃上げ特例のうち赤字事業者は３／４） 

補助上限 50万円 

インボイス特例 
50万円上乗せ 

（インボイス特例の要件を満たしている場合に限る） 

賃上げ特例 
150万円上乗せ 

（賃上げ特例の要件を満たしている場合に限る） 

上記特例の要件を

ともに満たす事業

者 

200万円上乗せ 

（両特例要件を満たしている場合に限る） 

 

https://www.nagoya-cci.or.jp/

